
令和 ６ 年 ３ 月

令和 ５ 年度 令和 １４ 年度

１．事業概要

（１）事業の現況

　①　施　設

　②　使　用　料

一般家庭用使用料
体系の概要・考え方

基本使用料　　８㎥以下　　　　　　：１，１５０円
超過使用料　　９㎥以上　２０㎥以下：１㎥につき　１７５円
　　　　　　２１㎥以上　５０㎥以下：１㎥につき　１８５円
　　　　　　５１㎥以上　　　　　　：１㎥につき　２００円
算定した額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額とする。ただし、
１円未満については、切り捨てるものとする。

業務用使用料体系
の 概 要 ・ 考 え 方

公衆浴場汚水（含む温泉汚水）　　　：１㎥につき　　２５円
算定した額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額とする。ただし、
１円未満については、切り捨てるものとする。

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域
　化・共同化を推進するための計画に　基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の　一部を共同して管理・執行する場
　合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて
　最適なものを選択すること（処理区　の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

別添２－２

法適（全部適用・一
部適用）非適の区分

法全部適用
（令和２年４月）

水俣市公共下水道事業経営戦略

平成３年度（３１年）

水俣市

公共下水道事業

供 用 開 始 年 度
（供用開始後年数）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

流域下水道等への
接 続 の 有 無

11,967人÷357.80ha
＝３３．４人／ha

１処理場（水俣市浄化センター）

無

処 理 区 数 １処理区

広域化・共同化・
最適化実施状況　*1

該当なし

処 理 区 域 内
人 口 密 度
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　③　組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）を
　いう。

令和３年度 令和３年度

その他の使用料体系
の 概 要 ・ 考 え 方

　水道水以外の水のみを使用した場合の使用水量の認定は、計測装置を設置し
た場合は、当該計測装置により認定し、計測装置がない場合で、普通家庭にお
いては、１人１月当たり８㎥使用したものとして認定する。
　水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合の使用水量の認定は、計測
装置を設置した場合は、当該計測装置による水量と水道使用水量を合算して認
定し、計測装置がない場合で、普通家庭においては、水道使用水量に１人１月
当たり４㎥を加算して認定する。

職 員 数 公共下水道事業会計から６名分の人件費を支出。

　公共下水道事業の地方公営企業法全部適用に伴い、業務集約による経費節減
を目的として、令和２年度に組織統合を行い、上下水道総務課と上下水道工務
課の１局２課４係としていましたが、組織のスリム化及び効率化、水道事業の
管理強化を図るため、令和５年度から１局１室３係体制となっています。
　また、組織統合前の水道局１１名、下水道課６名から、統合後は上下水道局
１６名体制と縮小しています。

上下水道局職員　１６名（局長１名、水道工務管理室５名、経営管理係４名、
給水サービス係３名、下水道工務係３名）

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

条例上の使用料 *2

（２０㎥あたり）
※過去３年度分を記載

令和２年度

実質的な使用料 *3

（２０㎥あたり）
※過去３年度分を記載

３,５７０円

３,５７０円

３,５７０円

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取
　組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な
　売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

該当なし

 イ　指定管理者制度

①　浄化センター及び雨水ポンプ場等の運転管理
　業務を包括的民間委託（契約期間５年）
②　下水道使用料の徴収事務は、水道事業に委託

民 間 活 用 の 状 況

令和２年度

令和４年度 令和４年度

３,９９０円

３,９９０円

４,０００円

 ア　民間委託
（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用　　*4

（下水熱・下水汚泥・発電等）

 イ　土地・施設等利用　*5

（未利用土地・施設の活用等）
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（３）経営比較分析表を活用した現状分析

※　経営指標の概要（下水道事業）

　１．経営の健全性・効率性

　　①　経常収支比率（％）

　　②　累積欠損金比率（％）

　　③　流動比率（％）

　　④　企業債残高対事業規模比率（％）

　　⑤　経費回収率（％）

　　⑥　汚水処理原価（円）

　　⑦　施設利用率（％）

　　⑧　水洗化率（％）

　２．老朽化の状況

　　①　有形固定資産減価償却率（％）

　　②　管渠老朽化率（％）

　　③　管渠改善率（％）

『令和４年度経営比較分析表』を添付（別添参照）

　明確な数値基準はないと考えられますが、経年比較や類似団体との比較等により当該団体の置かれている
状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、耐震性や今後の更新投資の見通しを含め、対外的に説明
できることが求められます。

　明確な数値基準はないと考えられますが、数値が２％の場合、全ての管路を更新するのに５０年かかる更
新ペースであることが把握できます。数値が低い場合、耐震性や今後の更新投資の見通しを含め、対外的に
説明できることが求められます。

　単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上になっていることが必要です。数値が１００％未満の
場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取組が必要となります。

　累積欠損金が発生していないことを示す０％であることが求められます。累積欠損金を有している場合、
経営の健全性に課題があるといえます。経年の状況も踏まえながら０％となるよう経営改善を図っていく必
要があります。

　１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す１００％以上であること
が必要です。一般的に１００％を下回るということは、１年以内に現金化できる資産で、１年以内に支払わ
なければならない負債を賄えておらず、支払能力を高めるための経営改善を図っていく必要があります。

　明確な数値基準はないと考えられますが、経年比較や類似団体との比較等により当該団体の置かれている
状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められます。

　使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す１００％以上であることが必要です。数値
が１００％を下回っている場合、汚水処理にかかる費用が使用料以外の収入により賄われていることを意味
するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要となります。

　明確な数値基準はないと考えられますが、経年比較や類似団体との比較等により当該団体の置かれている
状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明で
きることが求められます。

　明確な数値基準はないと考えられますが、一般的には高い数値であることが望まれます。経年比較や類似
団体との比較等により当該団体の置かれている状況を把握し、施設利用率が類似団体との比較で高い場合で
あっても、現状分析や将来の汚水処理人口の減少等を踏まえ、施設が遊休状態でないか、過大なスペックと
なっていないかといった分析が必要となります。

　公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から１００％となっていることが望まれます。一般
的に数値が１００％未満である場合、汚水処理が適切に行われておらず、水質保全の観点から問題が生じる
可能性があることや、使用料収入を図るため、水洗化率向上の取組が必要となります。

　明確な数値基準はないと考えられますが、経年比較や類似団体との比較等により当該団体の置かれている
状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められます。
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２．将来の事業環境

（１）処理区域内人口の予測

※平成２７年度から令和４年度までは実績値、令和５年度以降は予測値

（２）有収水量の予測

※平成２７年度から令和４年度までは実績値、令和５年度以降は予測値

　本市の処理区域内人口は、過去１０年間で年々減少しており、今後も減少していくことが見込まれ
ます。
　処理区域内人口の予測については、『まち・ひと・しごと創生　水俣市人口ビジョン（改訂版）』
で設定している「水俣市の人口見通し長期目標（図ー３）」の予測値を採用し、この人口予測値の減
少率と過去の人口推移に基づき、処理区域内人口を算出しています。

・過去の実績値：平成２７年度　１３，３１０人、令和　２年度　１２，４４１人
・今後の予測値：令和　７年度　１１，８００人、令和１２年度　１０，９４２人、
　　　　　　　　令和１７年度　１０，１０７人

　有収水量は、処理区域内人口の推計結果及び過去１０年間の有収水量の実績に基づき予測していま
す。
　過去１０年間の有収水量は、多少の増減はあるものの減少し続けており、処理区域内人口の減少に
伴い今後も減少が続くものと見込まれます。

・過去の実績値：平成２７年度　１，４４７，０９４㎥、令和　２年度　１，３９７，４９９㎥
・今後の予測値：令和　７年度　１，２６６，５７８㎥、令和１２年度　１，１７３，６７４㎥、
　　　　　　　　令和１７年度　１，０８５，４８９㎥
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（３）使用料収入の見通し

≪グラフ①　料金改定を行わなかった場合≫

※平成２７年度から令和４年度までは実績値、令和５年度以降は予測値

≪グラフ②　１０％の料金改定（値上げ）を行った場合≫

※平成２７年度から令和４年度までは実績値、令和５年度以降は予測値

（４）施設の見通し

　本市の下水道使用料は、平成２０年度に料金改定（値上げ）を実施した後、消費税率の変更に伴う
改定を除き、据え置いたままとなっています。
　しかし、本市では下水道区域内における下水道整備がほぼ完了しているため、公共下水道への新規
接続が見込めず、処理区域内人口及び有収水量が今後も減少していくことが見込まれていることか
ら、現行の料金体系のまま（グラフ①）では、使用料収入が減少し続けることになります。
　そこで、『第４次水俣市水道事業経営方針及び中長期計画』において、令和９年度に計画していま
す水道料金の１０％の料金改定に合わせて、下水道使用料についても１０％の料金改定（グラフ②）
を令和９年度に計画することとします。

　本市の浄化センター及び汚水中継ポンプ場については供用開始後約３０年、雨水ポンプ場について
は供用開始後約４０年が経過しており、これまで包括的民間委託による保守点検を実施し、専門的技
術、手法、情報、経験を活用することで施設の安定稼働及び機器の延命を図ってきました。
　今後は、平成２９年度に策定した「水俣市浄化センター他再構築基本設計（ストックマネジメント
計画）」に基づき改修等を進めていきます。
　また、施設利用率については、人口減少に伴い汚水処理人口が年々減少傾向にあることから、今後
は減少していくことが予想されますので、設備の改修等が過剰投資とならないよう能力に合わせて更
新を実施します。
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（５）組織の見通し

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別紙のとおり

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　①　収支計画のうち投資についての説明

　本市公共下水道事業は、生活環境の改善、浸水防除並びに公共水域の水質保全を目的として、昭和
５０年度より事業に着手し、平成４年度から一部供用を開始されています。
　現行の事業計画区域は、水俣市中心市街地を含む３６１haであり、令和４年度末現在で３５７haが
整備を完了しており、処理区域内人口１１，９６７人のうち、下水道接続人口１１，１３４人で、水
洗化率は９３．０４％となっています。
　下水道事業は、汚水処理施設が止まりますと住環境、衛生面に多大な影響を及ぼすこととなり、ま
た、雨水施設が稼働しなければ市街地が浸水し、市民の生命、財産を失うことになりかねないといっ
た市民生活に必要不可欠なものであります。
　今後の下水道事業を効率的かつ健全に運営し、安定的に事業を継続させるため、令和５年度から令
和１４年度までの１０年間を計画期間とした経営戦略を策定し、次の点を基本方針として取り組んで
いきます。

①　下水道事業経営の健全化
　　経営の根幹となる下水道使用料収入を確保するため、下水道接続率の増加に向けて、広報活動等
　の取組を強化し、一般会計からの繰入金に過度に依存せず中長期的に自立安定した経営基盤を築く
　ため、下水道使用料の適正化を進めます。

②　下水道施設の適正な維持管理
　　平成２９年度に策定した「水俣市浄化センター他再構築基本設計（ストックマネジメント計画）
　」に基づき施設の点検、調査及び改築、修繕を実施し、適正な維持管理に努めます。
　※ストックマネジメント
　　　持続可能な事業の実施を図るため、明確な目標を定め、施設の状況を客観的に把握、評価し、
　　中長期的な施設の状態を予測しながら、施設を計画的かつ効率的に管理すること。

　　改築更新事業に合わせて各施設の耐震診断、設計を実施し、順次、耐震工事を計画しています。

◎　改築更新事業

　　水俣市浄化センター、汚水中継ポンプ場、雨水ポンプ場の設備更新のほか、汚水管路の改築更新
　を「水俣市浄化センター他再構築基本設計（ストックマネジメント計画）」に基づき計画していま
　す。

◎　耐震対策事業

　現在の持続可能な下水道事業を維持するうえで、これ以上の職員減は業務に影響が出るおそれがあ
るため、今後の職員数は現状維持を見込んでいます。
　また、職員の資質向上のために計画的な研修や講習会へ参加し、そこで得られた専門的な知識や技
術の継承と人財育成に努めるとともに、限られた人員の中で最大限の効果を発揮できるよう、今後も
業務の効率化や見直しを検討します。

目 標
　浄化センター、汚水中継ポンプ場、雨水ポンプ場の改築更新など、今後も建
設改良費が必要となるため、計画に基づき投資の平準化に努めます。
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　②　収支計画のうち財源についての説明

　　◎

　　◎

　　◎

　　◎

　　◎

　　◎

　　◎

　　◎

　　◎　◆　他会計補助金

　　　災害復旧事業債の元金償還に要する経費及び資本勘定職員の人件費相当額分について計上して
　　います。

　◆　企業債

　　　建設改良費について、国庫補助金を充当した残額について公共下水道事業債の借入を見込んで
　　います。
　　　また、企業債償還に係る負担の平準化を図るため、公共下水道事業債（特別措置分）の借入額
　　を計上しています。

　◆　他会計出資金

　　　一般会計からの出資金を計上しています。

　◆　国庫補助金

　　　建設改良費について、防災・安全社会資本整備交付金により事業費の５０％～５５％の補助を
　　見込んでいます。

　◆【営業収益】その他の営業収益

　　　退職給付負担金、公共下水道等占用料、百間雨水ポンプ場維持管理経費等の計画上の見込額を
　　計上しています。

　◆【営業外収益】他会計補助金

　　　分流式下水道等に要する経費、不明水の処理に要する経費、公共下水道事業債（公営企業会計
　　適用債、特別措置分）、普及特別対策債及び臨時財政特例債の利子償還に要する経費、児童手当
　　に要する経費等の見込額を計上しています。

目 標
　処理区域内人口の減少に伴い下水道使用料収入の減少が見込まれるため、下
水道使用料の適正化を図り、一般会計繰入金の縮減に努めます。

　◆【営業外収益】長期前受金戻入

　　　長期前受金の受け入れ予定に合わせて戻入額を算定し計上しています。

◎　資本的収入

◎　収益的収入

　◆【営業収益】下水道使用料

　　　下水道使用料は、年間有収水量の予測値に、過去１０年間の下水道使用料単価の平均額を乗じ
　　て算出しています。
　　　なお、令和９年度に１０％の料金改定を見込んでいます。

　◆【営業収益】雨水処理負担金

　　　雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額を見込んで計上しています。

◎　雨水管理総合計画

　　本市の浸水対策は、近年の雨の降り方の局地化・集中化・激甚化に伴い、今後さらなる対策の推
　進が求められていますが、「再度災害の防止」、「事前防災・減災」等の観点から、地区別の浸水
　リスクを適切に評価し、雨水整備の優先度の高い地域を中心に浸水対策を推進していく必要があり
　ます。
　　本市では今後、当面・中期・長期にわたる浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施
　設整備の方針等の基本的な事項を定める「雨水管理総合計画」の策定にあたり、まずは、雨水管理
　総合計画のうち、計画期間（整備優先順位）、策定主体、下水道計画区域、計画降雨（整備目標）
　を定める「雨水管理方針」に該当する内容を「雨水浸水対策基本方針」として検討・策定し、優先
　的に対策を実施すべき地区を抽出したうえで、順次、段階的対策計画の検討に着手します。
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　③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

　①　今後の投資についての考え方・検討状況

　②　今後の財源についての考え方・検討状況

　　包括的民間委託のほか、管渠等の維持管理に要する費用を計上しています。

◎　民間の活力の活用に関する事項

　　浄化センター及び雨水ポンプ場等の運転管理業務について、平成１５年度から包括的民間委託を
　導入しており、令和６年度から第６期契約期間が開始されます。
　　現在契約しています包括的民間委託の業務のうち、ユーティリティ調達に係る費用は、社会情勢
　により大きく変動しますが上昇することが予測され、また、設備の老朽化による修繕費の増加も見
　込まれます。

◎　職員給与費に関する事項

　　現状の職員数を維持するものとし、今後も同水準で推移すると見込んでいます。

◎　委託費に関する事項

◎　動力費、薬品費に関する事項

　　包括的民間委託により動力費、薬品費については委託費に含まれています。

◎　修繕費に関する事項

　　包括的民間委託による修繕費については委託費に含まれています。
　　それ以外の管渠等の老朽化に伴う突発修繕に要する費用を計上しています。

特になし

　浄化センター及び雨水ポンプ場等の運転管理業務について、
平成１５年度から包括的民間委託を導入しており、今後は業務
内容等を精査し、経費の削減に努めます。

　本市の保有する処理場、ポンプ場施設に対し、下水道施設の
ライフサイクルコストの低減を行い、良好な下水道サービスを
持続的に提供することを目的とした「水俣市浄化センター他再
構築基本設計（ストックマネジメント計画）」を平成２９年度
に策定し、計画的に施設の更新を実施しています。

　１市２町で構成する「くまもと汚水処理広域化・共同化検討
会（水俣・芦北ブロック）」に令和元年度から参加し、事務の
共同化等について協議、検討を行っております。
　また、熊本県内各ブロックで検討された内容に基づき、熊本
県が令和４年３月に『くまもと汚水処理広域化・共同化計画』
を策定しています。

広域化・共同化・最適化に
関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

使用料の見直しに関する事項

　下水道事業は、地方財政法第６条の規定で特別会計を設け、
その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てること
が適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を
行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客
観的に困難であると認められる経費は、国の繰出基準で規定さ
れています。
　しかし、一般会計からの繰入金により汚水処理原価を回収す
ることになると、下水道の便宜を受ける住民とそうでない住民
との間に不公平が生じるなどの問題があります。
　市民サービスに不可欠な下水道を安定的に維持し続けるため
には、一般会計からの繰入金に過度に依存せず、中長期的に自
立安定した経営基盤を築く必要があることから、可能な限り使
用料収入により汚水処理原価を回収する必要があります。
　本計画では、下水道使用料の適正化を進めるため、令和９年
度に１０％の料金改定を計画していますが、料金改定する場合
には、上下水道事業審議会に諮り、使用者に対して十分な説明
と理解を得ることが必要と考えています。

投資の平準化に関する事項
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　③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

活用できる資産がないため、資産活用による収入増加は見込ん
でいません。

使用料の見直しに関する事項

　下水道事業は、地方財政法第６条の規定で特別会計を設け、
その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てること
が適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を
行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客
観的に困難であると認められる経費は、国の繰出基準で規定さ
れています。
　しかし、一般会計からの繰入金により汚水処理原価を回収す
ることになると、下水道の便宜を受ける住民とそうでない住民
との間に不公平が生じるなどの問題があります。
　市民サービスに不可欠な下水道を安定的に維持し続けるため
には、一般会計からの繰入金に過度に依存せず、中長期的に自
立安定した経営基盤を築く必要があることから、可能な限り使
用料収入により汚水処理原価を回収する必要があります。
　本計画では、下水道使用料の適正化を進めるため、令和９年
度に１０％の料金改定を計画していますが、料金改定する場合
には、上下水道事業審議会に諮り、使用者に対して十分な説明
と理解を得ることが必要と考えています。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　毎年度の決算状況を反映し、進捗管理を行います。
　経営戦略及び投資・財政計画（収支計画）については、５年ごとに評
価、検証を実施し、修正を図ることを基本としますが、計画との乖離が
生じた場合は、必要に応じて見直しを行うものとします。

職員給与費に関する事項
　企業職員の給与費等については、市長部局の制度に準じてい
ます。

動力費に関する事項
　包括的民間委託について業務内容等を精査し、経費の削減に
努めます。

修繕費に関する事項
　包括的民間委託について業務内容等を精査し、経費の削減に
努めます。

委託費に関する事項
　包括的民間委託について業務内容等を精査し、経費の削減に
努めます。

その他の取組 特になし

薬品費に関する事項
　包括的民間委託について業務内容等を精査し、経費の削減に
努めます。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、
指定管理者制度、PPP/PFIなど）

　浄化センター及び雨水ポンプ場等の運転管理業務について、
平成１５年度から包括的民間委託を導入しており、今後は業務
内容等を精査し、経費の削減に努めます。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 特になし
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前々年度 前年度

（決算） （決算）

１． (A) 411,160,542 432,729,143 415,828,000 378,442,000 389,755,000 368,210,000 380,375,000 396,161,000 392,777,000 399,113,000 410,172,000 400,249,000
244,973,709 239,248,383 237,925,000 224,786,000 220,762,000 216,812,000 234,225,000 230,033,000 225,594,000 220,924,000 216,329,000 211,397,000

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161,814,000 171,667,000 174,246,000 149,598,000 147,903,000 147,740,000 142,492,000 145,038,000 163,525,000 174,531,000 172,753,000 185,194,000

509,119 17,967,341 0 0 17,432,000 0 0 17,432,000 0 0 17,432,000 0
3,863,714 3,846,419 3,657,000 4,058,000 3,658,000 3,658,000 3,658,000 3,658,000 3,658,000 3,658,000 3,658,000 3,658,000

２． 451,967,189 421,918,912 427,791,000 441,991,000 431,153,000 451,365,000 466,273,000 494,160,000 518,269,000 523,197,000 523,822,000 527,730,000
12 12 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

133,045,000 108,432,000 118,348,000 158,558,000 154,520,000 171,458,000 170,412,000 181,916,000 187,847,000 188,962,000 197,731,000 192,765,000
318,920,374 313,464,707 309,441,000 283,431,000 276,631,000 279,905,000 295,859,000 312,242,000 330,420,000 334,233,000 326,089,000 334,963,000

1,803 22,193 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(C) 863,127,731 854,648,055 843,619,000 820,433,000 820,908,000 819,575,000 846,648,000 890,321,000 911,046,000 922,310,000 933,994,000 927,979,000

１． 821,444,314 836,931,210 814,410,000 794,717,000 798,231,000 795,901,000 819,389,000 858,393,000 874,191,000 882,401,000 890,100,000 885,599,000
24,685,815 56,217,365 38,215,000 47,740,000 68,014,000 47,740,000 47,740,000 68,014,000 47,740,000 47,740,000 68,014,000 47,740,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,813,790 19,771,796 20,095,000 24,823,000 24,823,000 24,823,000 24,823,000 24,823,000 24,823,000 24,823,000 24,823,000 24,823,000
4,315,582 10,070,360 9,525,000 12,139,000 12,139,000 12,139,000 12,139,000 12,139,000 12,139,000 12,139,000 12,139,000 12,139,000
2,352,424 20,297,565 2,149,000 2,670,000 22,944,000 2,670,000 2,670,000 22,944,000 2,670,000 2,670,000 22,944,000 2,670,000
6,204,019 6,077,644 6,446,000 8,108,000 8,108,000 8,108,000 8,108,000 8,108,000 8,108,000 8,108,000 8,108,000 8,108,000

184,943,295 178,839,126 180,211,000 196,718,000 196,760,000 207,748,000 204,496,000 195,403,000 199,202,000 198,458,000 198,202,000 198,458,000
155,295,468 146,382,581 138,744,000 158,816,000 153,481,000 164,350,000 166,190,000 156,978,000 160,896,000 160,033,000 159,896,000 160,033,000

82,209 361,917 170,000 590,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000
5,877,806 11,729,960 19,636,000 16,804,000 22,440,000 22,440,000 17,467,000 17,467,000 17,467,000 17,467,000 17,467,000 17,467,000
23,687,812 20,364,668 21,661,000 20,508,000 20,566,000 20,685,000 20,566,000 20,685,000 20,566,000 20,685,000 20,566,000 20,685,000
611,815,204 601,874,719 595,983,000 550,258,000 533,456,000 540,412,000 567,152,000 594,975,000 627,248,000 636,202,000 623,883,000 639,400,000

0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
２． 40,229,371 30,971,699 28,425,000 24,577,000 21,578,000 22,575,000 26,160,000 30,829,000 35,756,000 38,810,000 42,795,000 41,281,000

40,229,371 30,971,699 28,425,000 24,577,000 21,578,000 22,575,000 26,160,000 30,829,000 35,756,000 38,810,000 42,795,000 41,281,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 861,673,685 867,902,909 842,835,000 819,294,000 819,809,000 818,476,000 845,549,000 889,222,000 909,947,000 921,211,000 932,895,000 926,880,000
(E) 1,454,046 △13,254,854 784,000 1,139,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000 1,099,000
(F) 256,242 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(G) 5,391 90 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(H) 250,851 △90 △99,000 △99,000 △99,000 △99,000 △99,000 △99,000 △99,000 △99,000 △99,000 △99,000

1,704,897 △13,254,944 685,000 1,040,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(I) 15,340,436 2,085,492 2,770,492 3,810,492 4,810,492 5,810,492 6,810,492 7,810,492 8,810,492 9,810,492 10,810,492 11,810,492
(J) 231,199,154 104,831,528 150,255,000 106,240,000 625,410,000 835,680,000 828,451,000 828,133,000 693,804,000 599,960,000 436,853,000 477,055,000

64,325,588 10,646,686 134,893,000 58,617,000 518,225,000 716,812,000 747,824,000 735,587,000 579,027,000 496,244,000 305,696,000 289,933,000
(K) 603,944,996 449,382,557 472,187,000 371,021,000 866,974,000 1,075,665,000 1,052,621,000 1,053,287,000 913,609,000 768,374,000 550,575,000 538,194,000

406,459,372 380,880,214 352,437,000 310,549,000 290,402,000 293,293,000 281,749,000 285,515,000 284,237,000 265,002,000 239,203,000 238,822,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184,255,348 55,492,181 108,941,000 56,100,000 572,200,000 778,000,000 766,500,000 763,400,000 625,000,000 499,000,000 307,000,000 295,000,000

(L)

(M) 411,160,542 432,729,143 415,828,000 378,442,000 389,755,000 368,210,000 380,375,000 396,161,000 392,777,000 399,113,000 410,172,000 400,249,000

） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(N)

(O)

(P)

) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

法 定 福 利 費
経 費

）
(I)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

長 期 前 受 金 戻 入

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 １ ７ 条 に よ り
算 定 し た 事 業 の 規 模

地方財政法施行令第１５条第１項により
算 定 し た 資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)－(B)

健 全 化 法 施 行 令 第 １ ６ 条 に よ り
算 定 し た 資 金 の 不 足 額

（ (L)／(M)×100
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100
(A)－(B)

支 払 利 息
そ の 他

報 酬

退 職 給 付 費

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

受 託 工 事 収 益

流 動 負 債

支 出 計
(C)－(D)

(F)－(G)

収
　

益
　
的
　
収
　

支

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

収
　

益
　
的
　
収
　

入

（４） 資 産 減 耗 費

（５） そ の 他

（２） 他 会 計 補 助 金
受 取 利 息 及 び 配 当 金（１）

特 別 損 益

経 常 損 益

物 件 費
材 料 費

収
　

益
　
的
　
支
　

出

修 繕 費
そ の 他

（１）

（２）

そ の 他

営 業 費 用
職 員 給 与 費

令和１２年度 令和１４年度令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

（１）

（３）

本年度

営 業 収 益

雨 水 処 理 負 担 金

料 金 収 入

収 入 計

令和１０年度 令和１１年度

（４） 退 職 給 付 負 担 金

営 業 外 収 益

（２）

令和１３年度

0.00

（単位：円、％）
投資・財政計画（収支計画）

（ (N)／(P)×100
健全化法第２２条により
算 定 し た 資 金 不 足 比 率

様式第２号（法適用企業・収益的収支）【税抜】

年　　　度

区　　　分

う ち 未 収 金

うち建設改良費分
うち一時借入金
う ち 未 払 金

（３）

（１）

（２）

(E)＋(H)

特 別 利 益

基 本 給
手 当

特 別 損 失

当年度純利益（又は純損失）

（３）

（４）



前々年度 前年度

（決算） （決算）

１． 271,500,000 158,700,000 64,700,000 29,700,000 228,600,000 322,800,000 359,400,000 348,200,000 259,000,000 238,100,000 137,800,000 127,000,000

129,200,000 29,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 65,851,000 113,312,000 106,000,000 85,657,000 70,704,000 35,948,000 13,776,000 0 14,416,000 0 0 0

３． 19,705,000 15,046,000 15,127,000 15,116,000 15,116,000 15,116,000 14,141,000 14,141,000 14,141,000 14,011,000 10,241,000 4,581,000

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 72,300,000 147,050,000 75,500,000 28,050,000 286,100,000 389,000,000 383,250,000 381,700,000 312,500,000 249,500,000 153,500,000 147,500,000

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 1,266,710 507,010 201,000 196,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 430,622,710 434,615,010 261,528,000 158,719,000 600,620,000 762,964,000 770,667,000 744,141,000 600,157,000 501,711,000 301,641,000 279,181,000

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 430,622,710 434,615,010 261,528,000 158,719,000 600,620,000 762,964,000 770,667,000 744,141,000 600,157,000 501,711,000 301,641,000 279,181,000

１． 222,147,000 308,890,406 164,092,000 68,071,000 564,971,000 760,671,000 779,471,000 776,371,000 637,971,000 511,971,000 319,971,000 307,971,000

14,805,482 4,491,210 4,592,000 4,471,000 4,471,000 4,471,000 4,471,000 4,471,000 4,471,000 4,471,000 4,471,000 4,471,000

２． 501,262,804 415,995,172 389,027,000 359,331,000 316,051,000 294,814,000 296,735,000 284,395,000 286,829,000 285,610,000 266,000,000 239,930,000

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 723,409,804 724,885,578 553,119,000 427,402,000 881,022,000 1,055,485,000 1,076,206,000 1,060,766,000 924,800,000 797,581,000 585,971,000 547,901,000

(E) 292,787,094 290,270,568 291,591,000 268,683,000 280,402,000 292,521,000 305,539,000 316,625,000 324,643,000 295,870,000 284,330,000 268,720,000

１． 280,751,934 276,400,323 284,325,000 265,828,000 255,826,000 259,508,000 270,294,000 281,521,000 295,829,000 272,785,000 269,971,000 254,907,000

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 12,035,160 13,870,245 7,266,000 2,855,000 24,576,000 33,013,000 35,245,000 35,104,000 28,814,000 23,085,000 14,359,000 13,813,000

(F) 292,787,094 290,270,568 291,591,000 268,683,000 280,402,000 292,521,000 305,539,000 316,625,000 324,643,000 295,870,000 284,330,000 268,720,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 2,985,684,151 2,730,488,979 2,534,062,983 2,202,734,000 2,116,284,000 2,145,070,000 2,208,336,000 2,272,642,000 2,245,215,000 2,198,006,000 2,068,308,000 1,955,379,000

前々年度

（決算）

294,859,000 280,099,000 292,594,000 308,156,000 302,423,000 319,198,000 312,904,000 326,954,000 351,372,000 363,493,000 370,484,000 377,959,000

223,050,800 261,762,000 258,357,000 308,098,000 302,373,000 319,156,000 312,869,000 326,927,000 351,353,000 363,481,000 370,479,000 377,959,000

71,808,200 18,337,000 34,237,000 58,000 50,000 42,000 35,000 27,000 19,000 12,000 5,000 0

85,556,000 128,358,000 121,127,000 100,773,000 85,820,000 51,064,000 27,917,000 14,141,000 28,557,000 14,011,000 10,241,000 4,581,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85,556,000 128,358,000 121,127,000 100,773,000 85,820,000 51,064,000 27,917,000 14,141,000 28,557,000 14,011,000 10,241,000 4,581,000

380,415,000 408,457,000 413,721,000 408,929,000 388,243,000 370,262,000 340,821,000 341,095,000 379,929,000 377,504,000 380,725,000 382,540,000

令和１４年度令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

企 業 債 残 高

補
塡

財
源

計

工 事 負 担 金

そ の 他

消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額

本年度前年度

(A)のうち翌年度へ繰り越される
支 出 の 財 源 充 当 額

(A)－(B)

資
本

的
支
出

資
　

本
　
的
　
収
　

入

計

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

令和１４年度本年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

○他会計繰入金

収 益 的 収 支 分

そ の 他

純 計

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資
　

本
　
的
　
収
　

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)－(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

（単位：円）

（単位：円）

投資・財政計画（収支計画）様式第２号（法適用企業・資本的収支）【税込】

合 計

年　　　度

区　　　分

 (D)－(C)
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的
支 出 額 に 不 足 す る 額

年　　　度

区　　　分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 外 繰 入 金


